
「こども家庭庁」の創設と
こどもの⽬の健康について

2023年5⽉18⽇
⽇本眼科記者懇談会

参議院議員・医師
⾃⾒はなこ

⾃⾒はなこ⼩児科専⾨医・認定内科医

1998年 筑波⼤学第三学群国際関係学類卒業。
2004年 東海⼤学医学部医学科卒業。

東京⼤学医学部附属病院、⻁の⾨病院等で
⼩児科医として勤務。

2016年7⽉ 参議院議員選挙⽐例区（全国区）で初当選。参議院厚⽣労働委員会理事、
⾃⺠党厚⽣労働部会副部会⻑などを歴任

2018年5⽉ 超党派「成育医療等基本法成⽴に向けた議員連盟」
（現「成育基本法推進議員連盟」）事務局⻑

2019年9⽉ 第4次安倍再改造内閣にて厚⽣労働⼤⾂政務官就任
（労働・⼦育て⽀援・年⾦担当）

2020年1⽉「新型コロナウイルス感染症厚⽣労働省対策推進本部」本部⻑代理
（〜2020年9⽉16⽇）

2020年10⽉ 参議院厚⽣労働委員会理事、⾃⺠党⻘年局⻑代理など
2021年2⽉ 「Children Firstの⼦ども⾏政のあり⽅勉強会」発⾜
2021年10⽉ ⾃⺠党⼥性局⻑
2022年7⽉ 参議院議員選挙⽐例区（全国区）で2期⽬の当選
2022年8⽉ 第2次岸⽥改造内閣にて内閣府⼤⾂政務官就任

(拉致問題、こども政策、共⽣社会、⼥性活躍、孤独・孤⽴対策、少⼦化
対策、男⼥共同参画、沖縄及び北⽅対策、地⽅創⽣、規制改⾰、クール
ジャパン戦略、アイヌ施策、デジタル⽥園都市国家構想、⾏政改⾰担当）
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「第11回 成育基本法推進議員連盟総会」
にて白根雅子会長が講演

（2020年10月15日・於 衆議院議員会館）

3

第1回日本臨床耳鼻咽喉科医会にて講演
（2020年 11月 8日・於 大阪国際会議場）
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5

第76回 日本臨床眼科学会にて講演
（2022年10月15日・於 東京国際フォーラム）

5

３

本⽇お話しする内容

■成育基本法の成⽴とその後の政策展開について
■「こども家庭庁」の組織・スケジュール・予算
■「こども家庭庁」のこれからの取り組み
■こどもの⽬の健康について

2023年4⽉よ
り、こども家
庭庁の設置が
決定

2021年2⽉9⽇、
成育医療等基
本⽅針が閣議
決定
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7

成育基本法による個別政策展開の例①

8
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成育基本法による個別政策展開の例②

9

成育基本法による個別政策展開の例③
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命に関わる課題も深刻な状況

児童⽣徒
⾃殺者数

児童虐待で
死亡した児童

前年より増加

児童相談所の
虐待相談対応

相談数

前年より増加

いじめ重⼤事態

前年⽐121件増
「いじめ防⽌対策推進法」

施⾏後最多

⼩中学校における
不登校児童

過去最多

⼦どもの精神的
幸福度

OECD 38か国中

妊産婦の死因

１位

ひとり親⺟⼦世帯
家庭の相対的

貧困率

OECD中⽇本が最も⾼い⽔準

統計開始以来過去最多

約18.1万⼈

61⼈ 約19.4万件 723件512⼈

⾃殺37位 約50%

11

⽇本視能訓練⼠協会 冨⼠登謙司 九州ブロック⻑
とも意⾒交換
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こども家庭庁創設までの歩み

13

13

こども家庭庁の必要性、目指すもの

 こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織として、こどもと
家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁を創設

 内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制として、移管する定員を大幅に上回る体制を目指す。
 こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携

強い司令塔機能

 総理直属の機関として、内閣府の外局とし、一元的に企画・立案・総合調整（内閣補助事務）
 各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必置化
 総理を長とする閣僚会議を一体的に運営、大綱を一体的に作成・推進

法律・事務の移管・共管・関与

 主としてこどもの福祉・保健等を目的とするものは移管
内閣府の子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務や子ども・子育て本部が所掌する事務、
文部科学省の災害共済給付に関する事務、厚生労働省の子ども家庭局が所掌する事務や障害児支援に関する事務などを移管

 こどもの福祉・保健等とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管
 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定するほか、総合調整

新規の政策課題や隙間事案への対応

 各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組む

体制と主な事務

成育部門
 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等
 就学前の全てのこどもの育ちの保障
（幼稚園教育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省
とともに策定（共同告示） など）

 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
 こどもの安全

支援部門
 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克

服した切れ目ない包括的支援
 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
 こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
 障害児支援
 いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

 こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
 データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

こども家庭庁の概要

施行期日  令和５年４月１日 14

第24回日本眼科記者懇談会【講演2】 報道用資料 2023年5月18日

7



こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

こども政策担当大臣

内閣総理大臣

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○ 今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

幼稚園教育要領・
保育所保育指針を
相互に協議の上
共同で策定

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に
関する事務

○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

司令塔機能

各府省から移管される事務

新たに行う・強化する事務

文部科学省

総合調整権限
に基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、
財政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策の
一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づく
基本方針等の策定に
おける関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年４月１日設立
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ︓こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活⽤などの予防のためのこどもの死亡検証

15

○ ⻑官をトップに、⻑官官房、成育局、⽀援局の１官房２局体制として、審議官２、課⻑級ポスト14、室⻑級ポスト11を設置（併
任を除く）。

○ 定員については、組織全体で430⼈（内部部局350⼈、施設等機関80⼈）。

こども家庭庁組織図概要（予定）

こども家庭庁⻑官

⻑官官房（官房⻑）

成育局

⽀援局

サイバーセキュリティ・情報化企画官

総務課

成育基盤企画課

参事官（⼈事担当）

公⽂書監理官

参事官（⽇本版DBS担当）

総務課

保育政策課

総務課

成育環境課

⺟⼦保健課

安全対策課

参事官（事業調整担当）

虐待防⽌対策課

家庭福祉課

障害児⽀援課

企画官（広報・⽂書担当）

⼈事調査官

経理室

認可外保育施設担当室

児童⼿当管理室

企画官(⽇本版DBS担当)

企画官(いじめ・不登校防⽌担当)

企画官(こども若者⽀援担当)

企画官(ひとり親家庭等⽀援担当)国⽴児童⾃⽴⽀援施設
（武蔵野学院、きぬ川学院）

〈 施 設 等 機 関 〉

︿

内

部

部

局

﹀

参事官（会計担当）

参事官（総合政策担当） 少⼦化対策企画官

【⻑官官房計 97⼈】

【成育局計 160⼈】

【⽀援局計 93⼈】

【施設計 80⼈】

【内部部局計 350⼈】

【課⻑級ポスト】 【室⻑級ポスト】

審議官（成育局担当）

審議官（総合政策等担当）

審議官（⽀援局担当）

※ は併任ポスト

＊３年時限
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こども基本法の概要

⽇本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎
を築き、⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑することができ、こどもの⼼⾝の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な⽣活を送ることができる社会の実現を⽬指して、こども施策を総合的に推進する。

⽬ 的

①全てのこどもについて、個⼈として尊重されること・基本的⼈権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・⽣活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、⾃⼰に直接関係する全ての事項に関して意⾒を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意⾒の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として⾏われ、⽗⺟その他の保護者が第⼀義的責任を有するとの認識の下、⼗分な養育の⽀援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や⼦育てに夢を持ち、⼦育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

⽩書・⼤綱
〇 年次報告（法定⽩書）、こども⼤綱の策定
(※少⼦化社会対策/⼦ども・若者育成⽀援/⼦どもの貧困対策の既存の
３法律の⽩書・⼤綱と⼀体的に作成）

基本的施策
〇 施策に対するこども・⼦育て当事者等の意⾒の反映
〇 ⽀援の総合的・⼀体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども⼤綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理⼤⾂を会⻑とする、こども政策
推進会議を設置

① ⼤綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係⾏政機関相互の調整 等

〇 会議は、⼤綱の案の作成に当たり、こども・⼦育て当事者・
⺠間団体等の意⾒反映のために必要な措置を講ずる

附則
施⾏期⽇︓令和５年４⽉１⽇
検討︓国は、施⾏後５年を⽬途として、基本理念にのっとった

こども施策の⼀層の推進のために必要な⽅策を検討

責務等
〇 国・地⽅公共団体の責務 〇 事業主・国⺠の努⼒

17

17

こども基本法の概要（地⽅公共団体関係部分）
 こども基本法は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤として、こども施策の基本理念や基本となる事
項を定めた包括的な基本法。

 同法においては、以下のとおり、地⽅公共団体の責務や、地⽅公共団体に対する義務の定めがある

【第５条】 地⽅公共団体の責務
 地⽅公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地⽅公共団体との連携を図りつつ、その区域内に
おけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する

【第10条】 都道府県こども計画、市町村こども計画の策定（努⼒義務）
 都道府県は国のこども⼤綱を勘案し、また、市町村は国のこども⼤綱と都道府県こども計画を勘案し、それぞれ、こども計
画を定めるよう努めるものとする（こども計画の策定・変更時は遅滞なく公表すること）

 各計画は、既存の各法令（※）に基づく都道府県計画・市町村計画と⼀体のものとして作成することが可能
※⼦ども・若者育成⽀援推進法第９条、⼦どもの貧困対策の推進に関する法律第９条等

【第11条】 こども等の意⾒の反映
 地⽅公共団体（※）は、こども施策の策定・実施・評価するに当たり、こどもや⼦育て当事者等の意⾒を聴取して反映さ
せるために必要な措置（例︓こどもや若者を対象としたパブリックコメント、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画促進、
SNSを活⽤した意⾒聴取等）を講ずるものとする
※ 「地⽅公共団体」とは、地⽅⾃治法に基づく普通地⽅公共団体及び特別地⽅公共団体を指し、議会や執⾏機関のほか、法律の定める
ところにより置かれる委員会（例︓教育委員会）や、法律⼜は条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれると解される

 具体的な措置、意⾒聴取の頻度等は、個々の施策の⽬的等に応じて様々であり、地⽅公共団体の⻑等は、当該施
策の⽬的等を踏まえ、こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点
から、施策への反映について判断

 聴取した意⾒が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会に発信していくことが望ましい

【第13条、第14条】 関係機関・団体等の有機的な連携の確保（努⼒義務）
 地⽅公共団体は、こども施策の適正かつ円滑な実施のため、こどもに関する⽀援を⾏う⺠間団体相互の有機的な連携の
確保に努め、また、連携の確保に資するための情報通信技術の活⽤などを講ずるよう努めるものとする

施⾏⽇︓令和5年4⽉1⽇
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こどもまんなか社会の実現に向けて
全国の地⽅⾃治体⾸⻑の皆様へ（野⽥⼤⾂メッセージ）

平素よりこども政策の推進に御尽力いただき、深く感謝申し上げます。
こどもや若者に関する施策については、これまで様々に取り組んできましたが、一定の成果はありつつも、少子化、人口減少に歯止め

がかからない状況です。また、児童虐待や不登校、こどもの自殺等、こどもを取り巻く状況は深刻になっており、さらにコロナ禍がこど
もや若者、家庭に負の影響を与えていると考えられます。
私はこども政策担当大臣として、こどもをめぐる様々な課題に適切に対応するために、常にこどもの視点に立ち、その最善の利益を第

一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えた「こどもまんなか社会」を実現することが必要であると考え、日々
取り組んでおります。
６月15日に「こども家庭庁設置法」、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」及び「こども基本法」が成立

し、本日公布されました。
こども基本法で示されたこども政策の基本理念等に基づき、こども政策を強力に推進していくための新たな司令塔として、令和５年４

月１日にこども家庭庁を創設し、こどもを誰一人取り残すことなく、その健やかな成長を支援していきます。
改めて申し上げるまでもなく、こども政策の推進は国だけでできるものではありません。こども政策の具体の実施を担っていただいて

いるのは地方自治体であり、国と地方自治体の連携が必要不可欠です。
地方自治体では、日々こども、若者、子育ての当事者や支援者の声を聴き、支援の重要な担い手であるＮＰＯ等をはじめとする様々な

民間団体等と連携・協働する中で、現場のニーズを踏まえた新たな取組が生まれており、それらは地方創生にも資する取組です。国は、
基本となるこども政策の理念、方向性を明確に打ち出すとともに、こうした地方自治体の先進的な取組の共有を図り、横展開を進め、必
要に応じて制度化していくことが求められていると考えます。
私は、こども政策の推進については、国と地方自治体が車の両輪となり、現状と課題を共有し、それぞれの役割を十全に果たしていく

必要があると思います。
こうした連携・協働の基盤を構築するために、今後、今まで以上に地方自治体の皆様の御意見を伺い、対話を重ねながら、国、地方自

治体の双方向の情報発信と共有、人事の交流、定期的な協議の場等の実現について具体的に検討してまいります。
また、各自治体におけるこども政策担当部局の組織・体制については、それぞれの地域の実情等に応じて各自治体で検討・整備してい

ただくものですが、こども政策に関わる部局間の連携、とりわけ首長部局と教育委員会の連携は今後ますます重要になってくると考えて
います。今後、こども家庭庁においては、こうした連携の先進事例等も発信・共有してまいりますので、是非御活用ください。
今後も検討の進捗等に応じて、随時、こども家庭庁やこども政策に関して地方自治体の皆様との情報共有に努め、国民の皆様には適時

適切な情報の発信に努めてまいります。

地方自治体の首長の皆様におかれましては、「こども家庭庁設置法」、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律」及び「こども基本法」の公布を一つの重要な契機として、引き続きこども政策の推進に格段の御高配をいただきますよう、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

19

こどもに対する医療

・ は、こども家庭庁準備室として新たに取り組むもの

こども家庭庁関連予算の基本姿勢
こども家庭庁関連予算の要求・編成に当たっては、以下の５つの基本姿勢を踏まえ⾏っていく。

１．こども政策は国の未来への投資であり、こどもへの投資の最重要の柱である。その実現のためには将来世代につけをまわさないように、安定財源
を確実に確保する。

２．単年度だけではなく、複数年度で戦略的に考えていく。
３．こどもの視点に⽴ち施策を⽴案し、国⺠に分かりやすい⽬標を設定して進める。
４．こども家庭庁の初年度にふさわしく、制度や組織による縦割りの狭間に陥っていた問題に横断的に取り組む。
５．⽀援を求めているこどもの声を聴き、⽀援を求めている者にしっかりと届ける。

結婚 乳幼児期（〜5歳） 学齢期以降（6歳〜） 18歳
以降

困難な状況にあるこども⽀援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、⾼校中退、⾮⾏等）

妊
娠
相
談
؞
⽀
援

幼稚園
（特別⽀援学校を含む）

義務教育
（特別⽀援学校を含む）

⾼校教育
（特別⽀援学校を含む） ⼤学等

児童⼿当（15歳まで）
こどもの安全（事故防⽌、災害共済給付、性被害防⽌等）

認定こども園・保育所

就学前こども育ち指針の策定

いじめ・不登校

・赤字は主な新規事業

・認定こども園向け補助金の一元化
こどもの居場所（こどもの居場所づくり指針の策定）

〇年齢や制度の壁を克服した切れ⽬ない包括的⽀援イメージ

⺟⼦保健

・伴走型の支援
・定期預かりモデル事業

（放課後児童クラブ、児童館、こども⾷堂、学習⽀援の場、⻘少年センター等）
・居場所づくり支援モデル事業

⼦育て⽀援（未就園児含む）
（地域⼦育て⽀援拠点、ファミリー・
サポート・センター等）

20

・地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推
進

新

・こども関連業務従事者の性犯罪歴
等確認の仕組み（日本版DBS）

こどもの意⾒聴取と政策への反映

妊
産
婦
⽀
援
︵
産
後
ॣ
॔
含
ि
︶

結
婚
⽀
援

妊娠期
〜産後妊娠前

周産期医療

新

新

新

新

新

新
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こども政策推進会議（総理を⻑とする閣僚会議）
こども家庭審議会

こども家庭庁関連施策の主なスケジュール（イメージ）

令和４年度
１⽉ ３⽉ ４⽉

令和５年度 令和6年度以降

こども家庭庁創設

こども基本法施⾏
⾻太⽅針 閣議決定

６⽉頃

児童虐待防⽌対策のため児童相談所や市町村の体制強化の新たなプランの推進

新⼦育て安⼼プラン
新・放課後⼦ども総合プラン

改正児童福祉法
順次施⾏

こどもの安全対策の推進（こどもバス送迎・安全徹底プランのフォローアップを含む。）

全世代型社会保障構築会議

改正児童福祉法 施⾏準備

こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（⽇本版DBS）の導⼊に向けた検討

地域におけるいじめ防⽌対策の体制構築の推進

こども⼤綱の検討

こどもの意⾒聴取と政策への反映

こども⼤綱
閣議決定 こども⼤綱の推進

秋頃
こども⼤綱
閣議決定

こども⽩書
国会提出

年内

就学前指針
閣議決定

居場所指針
閣議決定

就学前のこどもの育ちに係る
基本的な指針（仮称）の検討

こどもの居場所づくりに関する指針（仮称）の検討

指針の推進

指針の推進
各
種
検
討
会
ऩ
न
準
備
作
業

等

※検討状況を踏まえ、順次、具体化を図っていく

２⽉

こども政策の強化に関する
関係府省会議

たたき台
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27

27

こども家庭庁が取り組む地域におけるいじめ防⽌対策の推進
いじめを政府全体の問題として捉え直し、「いじめ防⽌対策に関する関係府省連絡会議」(令和

4年11⽉設置)の下、関係府省間の連携を強化。こども家庭庁は新たに学校外からのいじめ防⽌対
策に取り組み、いじめの⻑期化・重⼤化防⽌、重⼤事態の対処の適切化を推進。

学校外からのアプローチによるいじめ解消の
仕組みづくりに向けた⼿法の開発・実証
【都道府県・市区町村に委託】

R5当初予算案︓197百万円

いじめ調査アドバイザーの任命・活⽤【国】

R5当初予算案︓3.5百万円

⾸⻑部局が、学校・教育委員会の対応のほか、専⾨家
の活⽤等により、いじめの相談から解決まで取り組む⼿法等
を開発・実証。汎⽤的なモデル化を図り、成果を全国展開。

【開発・実証のイメージ】
・相談対応のみならず、⾸⻑部局がいじめ解消まで関与
する取組
・関係部局・関係機関との連携体制を構築 など

重⼤事態調査を⽴ち上げる⾃治体に対し、第三者性
確保等に関して、学識経験者等の専⾨家が助⾔等

学校・教育委員会の取組

こども家庭庁
（新たに⾸⻑部局の取組を⽀援）

学校のいじめ対策組織

重⼤事態の再調査委員会
重⼤事態への対処、重⼤事態と同様の事態の発⽣防⽌に必要な

場合、その調査結果を再調査

重⼤事態への対処

⾸⻑部局の取組（例）
初期段階からの関与
・いじめの初期段階からケース

ワーカーや弁護⼠等の専⾨家
が積極的に対応

第三者性を確保した調査
※重⼤事態調査とは異なる

・第三者性を確保しつつ、いじ
め事案を調査し、速やかに
課題を把握し、解決を⽬指す

解消に向けた関与
・医療・福祉関係部局等が連携

し、必要な⽀援を検討
・解消に向けて関与が必要な

機関へ接続

いじめの相談・通報

・防⽌対策、発⽣時の対応
・教職員、⼼理・福祉等の

専⾨家で構成

教育委員会

・学校のいじめ対策組織の
⽀援、指導助⾔

・必要に応じていじめ事案
の追加調査

・事実関係明確化の調査

地⽅⾃治体の⻑への報告 学校・教委 福祉部局 警察

【いじめ防⽌対策に関する関係府省連絡会議】（令和4年11⽉設置） ※こども家庭庁設⽴準備室と⽂部科学省が共同議⻑
警察連携の徹底など関係機関との連携強化、重⼤事態の迅速な処理に向けた検討や調査に関する助⾔⽅法、いじめ対応における

「第三者性確保」の⽅策、学校外からのいじめ防⽌対策アプローチの確⽴⽅策等について、優先順位をつけて検討・周知等を⾏う。

⽂
部
科
学
省
प
े
ॊ
⽀
援

R3いじめ認知︓約62万件
R3重⼤事態認定︓705件

⤴増加傾向

など

モデル
開発・
実証

専⾨的
助⾔
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・不登校児童生徒に対する支援推進事業
不登校児童生徒支援に係る関係機関の連携体制の整備や学校以外の場における

不登校児童生徒の支援を推進

・オンラインも活用した教育相談体制の充実
不登校を含め様々な課題を抱える児童生徒への相談体制の強化に向け、従来のス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる対面での支援に加え、オンラ
イン等を活用したアウトリーチ型の相談体制の構築を推進

・指導要録上の出席扱いについての措置等
不登校児童生徒が教育支援センター（適応指導教室）や民間施設など学校外の機関

で指導等を受ける場合や、自宅においてＩCＴ等を活用して行った学習活動について、一
定の要件を満たすときは指導要録上「出席扱い」にできる。また、指導要録上「出席扱
い」となった児童生徒を対象に、通学定期乗車券制度（いわゆる「学割」）を適用

不登校児童生徒への支援について

〇小・中学校の不登校児童生徒数は９年連続で増加しており、令和
３年度は過去最多の約24.5万人となっており、深刻な状況。その
うち、学校内外で相談・指導等を受けていない児童生徒のうち
90 日以上欠席している者が約 4.6 万人。

〇小・中・高等学校における、不登校児童生徒数は、小学校81,498 
人（77人に１人）、中学校 163,442人（20人に１人）、高等学
校 50,985 人（59人に１人）となっており、合計で、295,925人
（前年度 239,178 人）。

◆ 不登校の現状

◆ 不登校児童生徒への主な支援

・不登校増加要因の詳細分析
文部科学省設置の「不登校に関する調査研究協力者会議」において不登校

が急増している要因についての深掘り分析を実施し、対策を検討

・教育支援センター（適応指導教室）の設置の推進
不登校児童生徒の社会的自立に向けた指導・支援を担う「教育支援セン

ター（適応指導教室）」の設置を推進 （R3：1,634施設（R2：1,579施設））

・不登校特例校の設置の促進
不登校児童生徒を対象とした、教育課程の基準によらずに特別の教育課程

を編成することができる学校（不登校特例校）を各都道府県に少なくとも１校以
上早期に設置されるように推進
（R4開校数:21校）

0

100,000

200,000 小学校

中学校

高等学校

中 学 校

小 学 校

平成１６年度から
高等学校も調査

不登校児童生徒数の推移（人）

文部科学省

・多様な居場所づくりの推進
NPO等とも連携し、こどもたちの様々な居場所づくりを推進し、不登校

のこどもも含む全てのこどもの育ちを保障することで、セーフティネットの
確保や、必要に応じて教育委員会等と連携してアウトリーチへつなげる

・潜在的に支援が必要なこどもをアウトリーチ支援につなげるためのこども
データ連携の推進
潜在的に支援が必要なこどもをアウトリーチ支援につなげるための情報・データ

連携に係る実証事業を実施

こども家庭庁 全てのこどもへの居場所づくり等のなかで、不登校のこどもへの居場所の確保や、アウトリーチのきっかけをつくる

個々の不登校児童生徒の状況を適切に把握し、多様な支援を実施することで、誰一人取り残さず学びを保障する

教育機会確保法等の下で、「学び」と「育ち」の双方の観点からの支援を推進

29

DXで「こどもまんなか」プロジェクト
将来的に⽬指していくイメージ 「デジタル技術で、⼦育てをもっと楽しく・安⼼・べんりに」

３．妊娠・出産の不安、⼦育てに悩んでも…

妊娠・出産に関わる情報
や、乳幼児への接し⽅・
事故防⽌などの情報が
⼦育てアプリを通じて
いつでも⼊⼿できる。

妊娠・出産、
⼦育て等の
不安や悩みを
いつでもSNS
で相談できる。

チャットボット等

or

安心！

安心！

誰に相談したら
良いのか…

１．⼤変な⾏政⼿続なども…

⼦育てに必要な⾏政⼿続き、
予防接種、健診などの情報、
⼦育てセミナーの開催案内が
プッシュ型で届く。

申請はオンラインで完結︕

※住所などの基本情報は入力済み。
必要な情報のみを入力すればOK。

２．保育サービス等を利⽤する場合も…

便利！

便利！

児童⼿当
などの情報

産後ケア、
⼀時預かり、
病児保育など 利⽤情報

空き情報 居住地の保育サービス
等の種類・事業所情報
がいつでも簡単に検索
できる。

申請はオンラインで完結︕

便利！

便利！

４．経済的な⽀援も…

妊娠届出時
５万円相当
出⽣届時
５万円相当

⼦育て関連の
品物・サービス
が電⼦カタログ
に掲載。

申請はオンラインで、
品物・サービスを選択する。

便利！

・

※ 子育て関連イベントなどの情報についても発信。
※ チャットボット等を活用して、不安や悩みへの正しい情報提供を可能にしつつ、
案件によっては、助産師や保健師の直接面談を案内する。

※ 必要な手続きが適時にわかり、スケジュール管理の手間、申請漏れがなくなる。
※ 乳幼児を抱えながら市役所に行かなくて申請でき、子育てセミナーの参加も容易に。

※ 急遽必要となる一時預かりや病児保育等も、アプリで空き情報を確認し、申請も完結。

⼦育てセミナー
もオンライン
で視聴可能に。

＋

こども家庭庁の
発信情報も搭載

＋必要な⽀援
を伴⾛型で
案内。

etc…

・

こどもの⽉齢・年齢に応じ、⼦育ての役に⽴つ情報や
商品の活⽤⽅法などをプッシュ型でお知らせ

30
30
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2023年1⽉4⽇年頭記者会⾒

「異次元の少⼦化対策に挑戦する」
「６⽉の⾻太⽅針までに将来的なこども予算倍増に
向けた⼤枠を提⽰していきます」

３つの指⽰
◯経済対策
◯⼦育て⽀援の充実
◯就労環境整備

31

32

▲2023年3⽉ 27⽇・於 党本部
⾃⺠党「こども・若者」輝く未来創造本部は3⽉27⽇、茂⽊敏充 本部⻑、萩⽣⽥光⼀
本部⻑代⾏出席のもと、議論を重ねたものを論点整理案として取りまとめた。

▲「こども・若者」輝く未来創造本部は
『「次元の異なる少⼦化対策」への挑戦に向けて（論点整理）』を取りまとめ

2023年3⽉29⽇、⼩倉將信こども政策担当⼤⾂に提出した。

⾃⺠党の
『「こども・若者」輝く未来創造本部』に出席

◀⼩倉將信こども担当⼤⾂に「論点整理」を⼿交する
・⽊原 稔「こども・若者」輝く未来実現会議座⻑
・橋本 岳「こども・若者」輝く未来創造本事務総⻑
・⽥野瀬 太道 「こども・若者」輝く未来実現会議事務局⻑

※肩書は「こども・若者」輝く未来創造本部の役職

32
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2023年4月3日 ▶
「こども家庭庁」発足式にて。
岸田文雄総理、小倉將信大臣
和田義明副大臣らと参加

◀2023年4⽉3⽇
「こども家庭庁」発⾜式
岸⽥⽂雄総理ご臨席のもと
こどもたち、⼩倉將信⼤⾂と
⼀緒に看板作成

◀こども家庭庁が設置された
霞が関ビルディング

いよいよ「こども家庭庁」が発⾜

▲こども家庭庁の受付に設置
されている看板

33

34

34
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39

39

40

第2回 こども未来戦略会議 （2023年 4⽉27⽇ ・於 総理⼤⾂官邸）

第1回 こども未来戦略会議 （2023年 4⽉7⽇ ・於 総理⼤⾂官邸）

〜岸⽥総理⼤⾂を議⻑に、具体策や財源の議論が開始されました〜
政府の「こども未来戦略会議」がスタート

40

第24回日本眼科記者懇談会【講演2】 報道用資料 2023年5月18日

20



41

【台湾】
1980 年代から教育省、健康省の主導で開始した、「台湾学⽣視⼒ケアプログラム（Taiwan Student 
Vision Care Program TAVCP）」において、2010 年教育省スポーツ庁が、１⽇２時間以上の外あそびの推
奨を TSVCP に組み込んだ Tien Tien 120 Outdoor Program を実践。2013 年、スポーツ庁⻑官は、体育の時
間を活⽤した 1 ⽇ 2 時間の外あそびが、近視の新たな発症を半分に抑えるという調査結果を発表した。

【中国】
2019 年、北京は、2030 年までに６歳以下/ ⼩学⽣/ 中学⽣/ ⾼校⽣の⼦どもの近視を、それぞれ 3％/ 
38％/ 60％/ 70％ 以下に抑える等、⼦どもの近視予防のための新⽬標を設定し、10 の具体的な施策とし
て下記を策定した。電⼦機器を使った授業時間の制限、⼩学⽣には書き物の宿題を課さない、⼩学校⼊
学前の⼦供の電⼦機器の使⽤時間制限（１時間以内）、８歳以下の⼦供はテレビゲーム禁⽌、⼩学⽣は
⼀⽇１時間・幼稚園児は２時間以上の外あそびをさせる、⽬に良い栄養のある⾷事、⼀定以上の睡眠時
間の確保など。

【シンガポール】
2001 年に、国を挙げた「国家近視予防プログラム」がスタート。⽣徒、保護者、教師を対象とする啓
発活動や学校での定期的な視⼒検査を実施。それまで主流であった⽬を酷使する精密作業の制限に代わ
り、⼦どもの外あそびを推奨し、デバイス使⽤の削減を推奨。プログラム実施の結果、⼩学⽣の近視の
割合は、2004 年の 37.7％から 2015 年 31.6％に減少 した。

【オーストラリア】
政府・医療関係者・NGO 等のパートナーシップの下で⽬の健康を推進するため「National framework for 
action to promote eye health and prevent avoidable blindness and vision loss（⽬の健康を促進し予防可能な
失明を避けるための国家的枠組み）」を採択。⽬の健康および⽣活習慣に関する広報活動、⼦供の視⼒
検査、遠隔地・貧困層でも治療が受けられるシステムの確⽴、研究・調査の促進などを定める。
また、政府保健省は、乳児（12 か⽉未満）はデバイスの視聴を避け、12〜24 か⽉の乳児、幼児は 1 時
間未満、学齢期の⻘少年は 2 時間未満（エンターテイメント番組）を推奨。

【ニュージーランド】
保健省は、乳児はデバイスの視聴を避け、幼児は１時間未満、学齢期の⻘少年は 2 時間未満（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
として）推奨。CSEP(カナダ)のガイドラインを採⽤。

【ドイツ】
連邦保健省は、乳児はデバイスの視聴を避け、幼児は 30 分、学齢期の⻘少年は１時間（⼩学⽣）2 時
間（⻘年）を推奨。２歳未満児には、テレビを背景画像として使うことも含め、映像を全く⾒せないこ
ととする。

（出典︓⼦どもの健全な成⻑のための外あそびを推進する会「外あそび環境の整備のための要望書」より）

国が外あそびを推奨しているまたは、義務付けている海外事例①

41
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▲2023年2⽉21⽇
超党派成育基本法推進議員連盟第19回総会にて
関係団体の皆様から要望書を野⽥聖⼦会⻑へ⼿
交していただきました。

＜提出した団体からの要望＞
・公益社団法⼈⽇本医師会「異次元の少⼦化対策に関する要望」
・公益社団法⼈⽇本⻭科医師会「こども政策に関する要望について」
・⽇本看護連盟、公益社団法⼈⽇本看護協会「こども政策の充実に向けた要望書」
・公益社団法⼈⽇本助産師会「政策に関する要望書」
・公益社団法⼈⽇本栄養⼠会「『こども政策』に関する要望」
・公益社団法⼈⽇本⼩児科学会「令和5年度こども家庭庁概算要求に関する要望書」
・公益社団法⼈⽇本⼩児科医会「こども家庭庁に関連する施策に関する提案について」
・公益社団法⼈⽇本産科婦⼈科学会「⽣まれてくるこどものための医療(⽣殖・周産期)に関
わる『⽣命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム』設置についての要望
・公益社団法⼈⽇本産婦⼈科医会「こども政策に関する要望」
・国⽴研究開発法⼈国⽴成育医療研究センター「こども家庭庁発⾜にあたっての要望書」
・⼀般社団法⼈⽇本臨床⽿⿐咽喉科医会「『こども政策』に関する⽿⿐咽喉科からの要望」
・⽇本眼科医連盟「『こども家庭庁』創⽴に向けての要望事項」
・⼀般社団法⼈⽇本臨床整形外科学会要望
・公益社団法⼈⽇本⼩児保健協会要望
・全国病児保育協議会「こども家庭庁開設にあたって病児保育制度の抜本的改⾰の提案」
・こどもまんなか障害児福祉を望む親の会「障害児の所得制限撤廃について」

◀2022年12⽉5⽇
成育基本法推進議員連盟の第18回総会を開催。

年度内の閣議決定が予定される「成育医療等基
本⽅針」の改訂について、厚⽣労働省から現状
の報告を受け、超党派議連としても議論しまし
た。

また、前回内閣官房から報告があった「こども
家庭庁」設置に向けた準備状況についても、超
党派で意⾒交換を⾏う貴重な機会となりました。
※完全オンライン

超党派「成育議連」の開催

43

超党派成育議連で⼤⾂要望へ

▲⼩倉將信
内閣府特命担当⼤⾂へ要望
（2023.3.14）

◀加藤勝信
厚⽣労働⼤⾂へ要望
（2023.3.13）

◀伊藤孝江
⽂部科学⼤⾂政務官へ要望
（2023.3.14） 44
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ご静聴ありがとうございました

▲2022年9⽉22⽇
第１回「こどもまんなかフォーラム」

48
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